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2 …はじめに
　『提案型集約化施業』を中心になって推進していく技術者である
“森林施業プランナー” を育成するための研修等が、平成19年度
より全国各地で行なわれてきました。
　現在、森林施業プランナーは、提案型集約化施業の推進に加えて、
森林所有者の委託を受け森林経営計画を作成する主体として位置
づけられるなど、林業界における重要な役割を担っており、その
活動に対し大きな期待が寄せられています。
　これを受け、森林施業プランナー協会では、平成24 年度より、
森林施業プランナーの能力や実績を客観的に評価し、プランナー
業務の一定の質が確保できるよう、森林施業プランナー認定制度
を設けると共に、認定試験を実施いたしました。その結果、平成
24年度は合計393人の認定森林施業プランナーが誕生しました。
今後、高い能力を有する森林管理の担い手としての活躍が期待
されます。

　この度、当協会では、認定森林施業プランナーの普及広報および
相互交流等を目的として、『認定森林施業プランナー活動事例集
Vol.1』を発行いたしました。本活動事例集では、認定森林施業
プランナーが、日々の業務の中でどのような工夫を重ねながら
取り組み、どのような成果を残しているのか等について調査・取材
し、その特徴やポイントを紹介しております。
　また、認定森林施業プランナーがその業務を推進させていくた
めには、都道府県の准フォレスターや都道府県森林組合連合会等、
外部のサポートも重要であることから、本誌ではその方々への取
材も行なっています。

　本活動事例集が、認定森林施業プランナーはもちろんのこと、
これから新たに認定森林施業プランナーを目指す方々、さらには
それらの方をサポートされる側の方々の一助になれば幸いです。



認定森林施業プランナー 冨永光幸氏

天草地域森林組合の外観

プラン(見積 ) 書

プラン (精算 ) 書

組合施設内の加工工場の様子

認定森林施業プランナー 浦中伸氏

　天草地域森林組合は、熊本県南西部に位置し、
平成14年度に3組合が合併してできた広域森林
組合である。現在は搬出間伐等の林産が主体で、
そのほかに造林・保育、製材・木材加工、木材製品
販売等幅広く事業を展開している。最近ではバイオ
マス発電事業の一環として、間伐材チップの供給等
にも取り組み収益源として成果を上げてきている。
　森林施業に関わるプランニング業務を担当して
いる方が若手を中心に12名、そのうち認定森林
施業プランナーが 7 名と全国的に見ても多くの
認定森林施業プランナーを輩出している事業体
である。
　管内の森林面積 57,047ha のうち組合員所有
面積は35,492ha、そのうち人工林面積14,196ha
（人工林率 40％）となっており、人工林のスギと
ヒノキの割合はスギが30％、ヒノキが70％程度
とスギに比べてヒノキの割合が高い。立地条件
の影響であるかは不明だがスギ・ヒノキの成長量
は熊本県内でも比較的低く、樹幹が円錐形状に
成長し、樹高が14 ～15m 程度で歩留まりが悪
いため、1本の立木から1～ 2 玉程しか取れない。

　木材価格が低迷している状況下で、組合として
この先加工事業だけでは組合員への還元はもと
より、職員に給料を安定的に出して行くことが
困難になってくるという経営的な問題がある。
そのことから、事業を拡大していくにあたって
は、補助金等を上手く活用しながら森林組合の
基本となる森林整備事業に力を入れていく必要
があり、提案型集約化施業に取り組み始めた。
施業面積を拡大していきながら組合員の森林施業
を中心的に林産に力を入れ、組合員の方々にも
できるだけ利益還元をしたいという思いもあり、
立地や生育条件が悪い中、工夫をしながら搬出
間伐に取り組んでいる。
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提案型集約化施業の要は所有者との信頼関係！
認定森林施業プランナー所属事業体名認定森林施業プランナー

■事業体と地域の概要

　天草地域は平均して人工林率が 40％である。
人工林が地理的に集中して植栽されているところは少
なく、天然林の中に点在する森林形態が多いので、
まずは人工林の集中した地域、並びに推進締結を進
めてきた長期（20年間）計画の森林経営委託契約受託
率の高い地域や施業履歴を確認し、近年中に間伐を必
要とする地域から優先的に森林経営計画を立てている。
　一人のプランナーが2～3の森林整備班を持って
いるので、現場の施業については現場技術者の班長
に作業指示書を出し、路網選定は班長と一緒に現場
を案内して歩いて決めている。道づくりにおいては研修
等で学んできたことをそのまま自分たちの地域に導入
するのではなく、地形や土質等を考え自分たちの地域
に合った道づくりを行なうようにしている。水を逃が
す排水溝も、現場の材を利用してその山に合った自然
の物や地形を活用して、必要最小限に抑えた安全な
道づくりを心がけているとのことである。
　平成20年度から集約化施業に取り組んできた中で、
集約化施業の事例発表会や研修に関しては冨永氏と
浦中氏が中心となって参加し、そこで学んだ知識や
技術等は業務を通じて他の職員にもできるだけ伝
えるようにしていると言う。組合では、現在各地区に
地区担当（プランナー）を一名配置して業務を行なっ
ているが、現場では約120名もの現場技術者が従事
しており、それらの現場技術者の仕事を確保していく

■森林施業プランナーの業務と課題

■提案型集約化施業に
　取り組むことになった経緯

　地域の森林所有者の意識として、人工林率や樹木
の生長量が低いことなどが理由で山への関心が低く、
座談会を開催しても1、2割程度しか集まらないのが
現状だと認定森林施業プランナーの冨永光幸氏と
浦中伸氏は言う。そこでプランナーはまず営業マン
のように森林所有者の元へ地道に通い、プラン（見
積）書を提示して説明するところから始める。プラン
書は現場ごとに作成しており、お年寄りの方にも
できるだけわかりやすいように記載項目を厳選し、
専門用語をなるべく使用せずに説明している。また、
これだけの費用がかかってこれだけお返しできる等
還元額についても簡潔に説明し、きちんと事業の
内容を理解していただくことを一番に心がけている
とのことである。

　しかしながら、森林所有者との契約の際には、昔
からの地域の事情やそれぞれの関係性もあって、
どうしても若手の地区担当者（プランナー）だけでは
了解を得ることが困難な場合がある。そのような時
は、地元の”推進協力員” という方々の協力を得なが
ら取り組んでいる。推進協力員は、地域の事情に詳
しく、昔から地域のリーダー的な存在である方なの
で所有者からの信頼も厚く、そういう立場の方と一
緒に伺い説得することでうまく契約を取り付けられ
る。さらに、推進協力員から直接森林所有者へ契約
の取り付けをお願いすることもあり、その際には面
積に応じて成功報酬を支払うという方式をとる等、
推進協力員の方々の協力というのが、集約化施業の
推進に拍車をかけるようになったとのことである。

■地域のリーダー！
『地元推進協力員』と連携して進める集約化

※太字が今回取材対応森林施業プランナー

   冨永光幸　浦中 伸　由本仁士
米丸一也  山辺 誠  谷口浩幸  矢田勇喜

地域の森林現状並びに施業集約化実績

地域の森林等の現状

天草市、上天草市及び天草郡苓北町 個人所有・自社林市町村の範囲
地区内森林面積
うち組合員所有面積
うち人工林面積

10ha
57,047ha
35,492ha
14,196ha

40%
7,329 人

0人

組合員所有森林の人工林率
正組合員数
准組合員数

施業集約化の実績

【住所】熊本県天草市楠浦町 9946－1

熊本県　天草地域森林組合

集約化箇所数
森林所有者数
集約化面積
利用間伐面積
搬出材積
路網開設延長

H23年度
12箇所
421人
1,809ha
641ha

11,185 ㎥
91,924ｍ

H24年度
12箇所
434人
1,994ha
952ha

10,064 ㎥
113,735ｍ
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　今までのプランナー業務の中で一番大変だった
ことは、現場技術者の毎日の仕事を確保すること
（営業）だと浦中氏は言う。
　浦中氏の場合、前任の担当者から引き継いで提
案型集約化に取り組み始めたが、なかなか所有者
からの承諾を得ることができず、まずは所有者と
の信頼関係を築くところから始めていった。足繁く
所有者を訪ねて直接見積書を渡して丁寧に説明し、
納得いただくまで通うようにしていると言う。また、
仕事以外での地域活動、例えばスポーツイベント
や公民館での集会等に参加することで所有者と知
り合うことも頻繁にあり、それをきっかけに仕事
を優先的に任せてもらったりもしている。また、
地元の推進協力員の協力を得て提案する際は必ず
同席し、顔をつないでもらうなど、地域の交流の
場や人を大切にしている。このように積極的に所
有者との接触回数を増やして丁寧な対応をしてい
くことによって、一歩ずつではあるが信頼関係を
築いていった。最近、ある所有者の方から「何を
するにしても、担当（浦中氏）に相談しないと怒
られてしまう。」と言われた時は、関係性が築けた
と感じとてもうれしかったとのことである。
　また、冨永氏と浦中氏の上司である井手近志課長
は、浦中氏と一緒に営業に行った際、見積書を持
参し、丁寧に説明する浦中氏の姿を所有者はきち
んと見てくれていると感じたと言う。こういった
地道な活動の成果が出てきているのか、今では「彼
なら大丈夫だ」、「頼んでみようか」といった所有
者からの声が多く聞かれ、個人そして組合の信頼
回復にもつながってきていると言う。

■森林所有者とのつながりを大切に

　浦中氏はこれから間伐に目を向けていく中で特
に搬出間伐に取り組んでいき、そのためには所有
者の理解と協力が必要不可欠になるので、これか
らも所有者宅への訪問、声掛け、地域のイベント
への積極的な参加等、コミュニケーションを取る
ことに重点をおいていきたい。また、プランナー
間での情報やノウハウの共有も大切であることか
ら、組織内部においてもコミュニケーションの活
性化を図っていきたいとのことである。
　一方冨永氏は、この地域は立地条件や生育条件
が乏しい地域ではあるが、1林分と小さな面積で
あっても生産の方法を検討しながら取り組んでい
き、現在の間伐を主体とする施業から、いずれは
主伐にも取り組んでいきたいとのことである。

には、日々営業をかけて仕事を取ってくる必要がある。
材価低迷が続く状況の中、所有者から自発的に施業
を依頼してくることは少ないので、施業計画を作成し
て営業に行くという業務の中で蓄積されるノウハウが
プランナーとしての育成にも繋がる。そういう意味で
は、研修で学んできた知識や技術をきちんと伝える
ことに大きな意味があると冨永氏は言う。
　こういったプランナーの内部育成もあってか、平成
24年度は集約化面積1,994haのうち、私有林での
搬出間伐面積を952haとする等、集約化施業として
の実績を挙げてきている。
　課題としては、森林の所有規模が小規模零細である
ことから、所有者や所有地、境界調査、さらには森林
現況明細等の作成に時間と労力を要してしまう。また、
計画団地内の実施申請面積が 5ha以上の為、施業
年度の調整が必要になる場合も少なくないということ
である。地域的な特徴でいえば、急峻な地形なため
森林作業道の開設が困難な場所も多くあり搬出間伐
が難しい。無理に道をつけてしまうと事故にもなりか
ねないので、そこは技術と工夫が必要な部分である。
また、天草一帯は多くの小さな離島が存在しており、
そこを含めた森林経営計画の作成と施業も行なって
いかなければならない。しかし搬出には船を使用する
ことになるためコストがかかり、ほとんどは切捨間伐
しか行なえない。今後は、そのような地域の対応策
を考えていかなければいけないとのことである。

■それぞれ目標を持って集約化を推進

　井手課長は、天草という地域性における課題に
ついては、今後も知恵を絞って対応していかなく
てはいけないと言う。熊本県内でも樹木の成長量
が低い地域だからこそ、どうやって伐っていけば
よいか、収穫した材をどのように売っていくかを
考えなければならない。経営の部分においては、
所有者へお返しする金額を少しでも多くすること
や、職員や現場技術者の所得をきちんと確保して
いくためにも、組合が一つの自立した企業である
ということを職員全体に意識付けしていかないと
いけない。そのためにも、集約化施業に取り組ん
でいく上での要でもある所有者との関係性を何よ
りも大切にしていく必要がある。当組合では、現在

座談会形式による所有者への説明や同意の取り付
けは行なっていない。これまで何度か試みたが、
呼びかけを行なっても所有者が集まらない。やは
り、お互い顔を知っている間柄でないと、うまく
進まない。そのことから、地区の担当のほとんど
をその地域の出身者にして、親しみやすく、より
地域に詳しい人に任せるようにしている。所有者
のところへ直接足を運んで色々な話をすることで
相手からも情報をいただけるし、要望等があるな
らばすぐに対応する。その積み重ねこそが信頼を
築いていくことになるので、プランナーにはその
姿勢を持ち続けて取り組んでほしい。集約化を行
なっていく中で、所有者の窓口、営業を担当する
プランナーにとって “信頼”というものが一番大事
なことであるとのことである。

■所有者との信頼を
   築くことがプランナーの役目

天草地域森林組合の森林施業プランナー業務のポイント

　提案型集約化施業を行なうには、条件が不利
（小規模面積・成長量が低い・人工林が点在して
いる等）な地域でありながらも、12名の森林施
業プランナーを中心に日々営業（提案）を行なっ
ていき、120 名程の現場技術者を動かしていく
ことがプランナーの育成にもつながっていた。地元
の推進協力員の力も活用しつつ、所有者一人ひ
とりへの丁寧な対応を積み重ねていくことで、
信頼関係を築けていることが地域的条件の不利
を克服しているのではないかと思われる。所有
者への営業というのは、集約化を進める上で全
国的に見ても共通の課題点が挙げられると思う

が、「相手にどう伝えるか」、「相手から本音をど
う引き出すか」、そして「それに対しどのように
答えるか」といった基本的なコミュニケーション技
術と、所有者への丁寧な対応が重要なポイントで
あるということを改めて感じさせられた。また、
提案型集約化施業を行なっていくプランナーと
して、地域の不利な条件、課題に負けずに知恵
を出して一歩一歩取り組んでいく姿勢が随所に
見られた。これからもまた、地域や所有者から
の信頼をさらに強固なものとし活躍していただ
けることを期待したい。

林地内で施業計画について説明している様子

（左から）浦中氏、冨永氏、井手課長、打ち合わせの様子

林地内において所有者へ作業を実演・説明している様子 所有者に施業内容を説明する浦中氏



　田中林業は、鹿児島県北西部に位置する薩摩
川内市陽成町に事務所を置き、現代表取締役社長
田中浩徳氏の先代から素材生産を中心に林業を
生業としている。従業員数は全員で14名（総務課
2名、森林整備課1名、林産班：直営 3 班 9名、
土木班：直営 1班 2名）である。保有機械はザウ
ルスロボ、フォワーダ、プロセッサ、スイングヤー
ダ等があり、作業システム上自社の機械のみで
施業を行なうことが可能である。

活動地域は、川内市の北部を中心に管内の森林面積
約45,034haであり、民有林が9割を占めている。
人工林でのスギ・ヒノキの割合はおおよそ半々で、
その外にシイ・カシ等の広葉樹も繁茂している。

　現在集約化を行なっている地域は一人当たりの
所有面積が特に小さく、平均すると0.3～0.5ha程
であるが、漏れがないようにすべて集約化すること
を心がけて行なっている。田中林業は近隣の地域
では知名度もあり、所有者とはよい関係が築けて
いるが、その分信頼して任せていただいていると
いう大きな責任を持って取り組む必要がある。

　集約化を行なう前の事前調査では、集約化区域内
の所有者、面積、地番と地目等の情報を市役所の
土地台帳で調べ、一つ一つ図面に落としていく。
その上で、現地ではGPSや地籍図を活用して境界
確認や森林現状を把握する作業を行なう。今はこれ
をプランナー一人で行なっており、非常に労力が
いる作業ではある。それらの情報を入れ込み、キャ
ドで作成した図面を実際に現場技術者に持たせて
いる。これがあると、現場での確認の際に所有者
が誰で、面積がいくらか、作業道はどこに入って
いるのかが一目でわかる。今後はGIS の導入等に
よって精度を上げ、作業の効率化を図っていくと
いうことである。

　所有者への提案は、昨年から座談会を開いている
が認知度も低く、森林組合のように集客できない
ということもあり、ほとんど個別訪問で対応して
いるのが現状である。なかなか同意が得られない
所有者には、山の状況や写真を付けてプラン書を
提示しながら再度交渉を行なっている。不在村所有
者も全体の半数程おり、特に東京や大阪など遠方
にいる方とは手紙でやりとりをすることもある。
その数は年間に7、8件はあるという。不在村所有
者が全国的にも増えている中、プライバシー保護等
で追跡調査も困難な箇所などは准フォレスターから
声をかけていただき、地域のコミュニティをうまく
活用して集約化施業に取り組んでいる。これは、
鹿児島県が制度化した「持続的森林経営確立総合
対策実践事業」である。今後もこの制度を利用しな
がら取り組んでいくとのことである。

　実際に施業を行なう際は、所有者が実際に山に
入ってくる場合もあり、その時はなるべく声をかけ、
所有者の意向を聞くようにしている。また、現場
の入口に図面を掲示して、現在の様子や全体の作
業手順が分かるようにし、現場の視察を希望する
所有者もいるので、その案内文と担当の電話番号
等を掲示板に明記する等、所有者への説明と安全
管理に十分配慮して行なっているとのことである。
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■事業体と地域の概要

　平成24年度については2箇所の集約化を行なって
おり、集約化面積が 178haと平成 23年度実績の
58haを大きく上回っている。この背景には、以前まで
針葉樹の間伐のみが集約化という考えで行なっていた
が、昨年度からは、広葉樹も含めて森林経営計画を
立てることになったので、その分集約化の面積も増えた
というのが大きな要因になった。その中で利用間伐面積
は21.6ha、搬出材積は2,351㎥、間伐を行なった
団地の所有者が59人と、一人当たりの面積が非常に
小規模であることから、所有者へは面積換算でなく、
個人の材積ごとに精算した。そのため所有者の林分ご
とに図面上で色を分け、材には所有者の色と名前、
地番を記載して土場ごとに管理している。一人ずつの
材積が出るので、精算書は所有者ごとに作成しており
作業は大変ではあるが、所有者からの信用性も高まる
のでそこは強みだと感じ対応しているとのことである。

■森林の所有規模が零細でありながらも、
　丁寧に集約化施業に取り組む

地域の森林現状並びに施業集約化実績

地域の森林等の現状

旧川内市 個人所有・自社林市町村の範囲
地区内森林面積
うち組合員所有面積
うち人工林面積

21.4ha
45,034ha

-
-

施業集約化の実績

　田中林業では、これまで林産事業に取り組みなが
らも、提案型集約化施業というかたちでの業務は
行なってこなかった。取り組みのきっかけは、この
管内は公社造林地だけでも競合する民間事業体数が
多く、このままでは事業量の確保が難しくなっていく
だろうと予測していたこともあり、森林環境税を
活用した鹿児島県の森林整備事業に取り組む際、
地域周辺の手短な所から集約化を取り組んでいこう
ということから始まった。また、民間事業体として
森林組合と同等に集約化を行なっていけるところを
みせたいという思いもあった。地域の森林のほとん
どが民有林ということもあり、集約化施業に本格的
に取り組むことで新たな事業スタイルを構築させ、
地域密着型の林業経営や山村再生ができるのではな
いかと認定森林施業プランナーの田中佑樹氏は言う。

■提案型集約化施業に
　取り組むことになった経緯

集約化箇所数
森林所有者数
集約化面積
利用間伐面積
搬出材積
路網開設延長

H23年度
3箇所
37人
54ha
33ha

1,649 ㎥
11,648ｍ

H24年度
2箇所
149人
178ha
22ha

2,351 ㎥
13,239ｍ 認定森林施業プランナー 田中佑樹氏

認定森林施業プランナー所属事業体名認定森林施業プランナー

 田中 佑樹
【住所】鹿児島県薩摩川内市陽成町 7324-2

鹿児島県　有限会社 田中林業

座談会の様子

プラン(見積 ) 書

施業現場入り口の案内板

施業の様子



　田中氏は、プランナーとして所有者の同意や
境界確認等の業務も重要だが、ここ一年、特に
意識しているのは自分も含めた従業員の意識改革
だと言う。今までずっと安全管理が疎かになって
いたこともあり、安全会議を開くようにしたり、
それに付随して作業手順書を作成してみたり、ラジ
オ体操をしてみたり、組織従事者としての連帯感
が高まるよう積極的に働きかけている。
　また、森林経営計画については、現在 2 カ所
作成したところではあるが、今後は今まで間伐
して集約化したところを中心に作成し、現場作業
においては、手遅れといわれる場所での初回
間伐は伐る本数も多く手間が掛かるが、こま
　　　　　　　　　　　めに繰り返し実施して、
　　　　　　　　　　　将来的には主伐を行なっ
　　　　　　　　　　　て、その後植栽、植林
　　　　　　　　　　　をして、後世につながる
　　　　　　　　　　　山づくりを行なってい
　　　　　　　　　　　きたいと考えていると
　　　　　　　　　　　　のことである。
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　プランナーの実父でもある田中浩徳社長は、今は
ある程度事業も安定してはいるが、これがいつまで
続くのか見通せない。もっと厳しい状況が来た時に
それを乗り越えるだけの “営業努力” を今のうちに
身につけておかないといけない。特に我々は所有者
から木を売ってもらう、手入れをさせてもらっている
立場なので、やはり信頼性がないと一本も売っても
らえない。そこが一番の基本だと思うので、しっかり
と信頼してもらえる対応をするということが重要。
今年の正月から、集約化施業を実施した後、あるいは
取りまとめをさせていただいた所有者には、今どの
ような状況なのか、今年からまた間伐をさせていた
だきます等のメッセージを添えて年賀状の発送を始め
ている。一回間
伐をして終りで
はなく、年に一
回でもそのよう
な挨拶状を出し
ながら、所有者
と少しでもつな
がっておくこと
が大切だと言う。

　田中林業の主な作業システムとしては、伐倒は
チェーンソー、集材はウィンチ付きバックホウとスイ
ングヤーダで2 班 6 名、造材をプロセッサ、搬出
運搬をフォワーダと10tトラックで1班 3名、すべ
て自社で所有する機械で施業を行なっており、必要
生産性 6㎥／人日を目標としている。

■所有者とのつながりを大切にする

　　鹿児島県の北薩地域は、准フォレスターである奧
　氏を中心にプランナーへのサポート、連携を積極的
　に行ないながら様 な々取り組みに挑戦している地域
　である。その取り組み内容、特徴について紹介する。

『川薩地区森林施業プランナー連絡協議会の設立』
　奧氏が担当している川薩地区には12事業体26名の
森林施業プランナーがおり、そのプランナーのヨコの
連携を保ち、准フォレスターの立場にあるものが本当
のプランナーを育成していくということで、川薩地区
森林施業プランナー連絡協議会を起ち上げた。若手の
プランナーを中心に、集約化についての各種制度・事
業を効率よく活用できるような説明会や、現場を管理
していく技術者の養成等に取り組んでいる。
　具体的には昨年の6月に、提案型集約化を進めてい
くための森林経営計画委託書についての所有者への説
明、受け答えの技術を学ぶ研修、また現場においては、
森林作業道づくりの研修を行なっている。プランナー
の要望を随時聞きながらカリキュラムを組んでいき、
特に加速化事業を導入している民間の事業体には、
さらに質の高い内容で行なっていくことを今年度は考
えているとのことである。

『森林経営計画樹立のための地区役員説明会の実施』
　奧氏は、地域資源の管理を考えていく立場として、
資源量の多いこの地域一帯を森林組合だけではなく、
意欲と実行力のある民間事業体にも提案型集約化に
取り組んでもらいたいと考えており、田中林業とは、
森林経営計画を樹立していくための集落の役員説明会
をこれまでに3回一緒に行なっている。所有者へは
田中林業が案内文を作成して呼びかけ、奧氏等の
県の担当が、中立公平な立場から民間事業体でも
森林組合と同等の作業ができることや、単に一業者
の営利目的の仕事では無いということを説明し理解を
求めている。所有者からは、意欲のある事業体に対し
てはもっとバックアップをすべきではないかというご

意見をいただいており、今後はさらにその取り組みを
強化していきたいとのことである。
『川下の情報も地域全体で共有』
　木材は、水とは逆に低い方から高い方に流れて行く。
いかに高いところに有利に売っていくか、その辺りの
情報については、常に持っているものを提供している。
当然、ある特定の事業体のみに情報提供するのでは
なく、例えば田中林業で話をしたら次は別の民間
事業体、森林組合等にも同じ情報を提供して地域
全体の情報共有を図っているとのことである。

『准フォレスター（林業普及指導員）とプランナー
の連携事例の発表』
　鹿児島県では、平成２４年１０月に国准フォレスター
を含めて「フォレスター等活動推進連絡協議会」を
設立し、その活動の一環として、同年１２月に准フォ
レスターとプランナーが連携してどのような森林づ
くりを行なっているかという事例を「田中林業におけ
る集約施業の取組について」と題して田中佑樹氏に
発表してもらった。その時の事例報告が好評であった
ことを受け、平成２５年２月末に九州森林管理局の
呼び掛けで、九州各県の平成２３年度准フォレスター
研修受講者が九州森林管理局に参集した際にも集約
化の取り組みについての事例を報告してもらった。さ
らには、九州各県の准フォレスターが様々なテーマ
で検討するワークショップにおいて田中氏も班員と
して加わり、グループ討議に参加してもらった。今
後も各地域の准フォレスターとプランナーの取組事
例を増やしつつ、フォレスター等活動推進連絡協議会
などで事例発表の場を作っていくとのことである。

　集約化施業に取り組み始めた当初から、現場技
術者の人数や体制はあまり変動していないにも関
わらず、毎年着実に搬出材積の実績を伸ばしてい
る。平成 23 年度に対して平成 24 年度は間伐面
積こそ小さかったが、搬出材積は137％と上昇し
ている。そのことについては、現場技術者も集約
化施業に取り組んできた当初は搬出間伐の経験が
浅かったが、経験を積むことで技術力が向上して
きた成果だと考えている。その背景には、夕方に
現場技術者が事務所に集まり 1 時間程度のミー
ティングを行い、「今日はこのような状況だった」、
「明日はこの辺りをこうした方がいい」、「こんな
木があったのだけれど、どのような伐り方をした
方がいいか？」等、現場作業について相談する機
会を設け、気軽にコミュニケーションが図れる関
係性をつくってきており、搬出材積量の向上はそ
の成果の表れでもあるといえる。また、プランナー
研修に参加して得た知識を基に、常に現場技術者
と工夫すべき点等を相談しながら施業の効率化を
図っている。
　課題としては、間伐・生産性コスト分析のデー
タを作成するにあたって、現場技術者に個人と機
械の 2種類の日報提出をお願いしているが、まだ
コスト意識が浸透しておらず、今後は現場技術者
にも理解してもらえるように工夫していき、コス
ト面の共有を図っていくとのことである。

■コミュニケーションを取り
　現場技術者の能力向上を図る

■森林経営計画を立てつつ、
　いつかは主伐ができる山へ

田中林業の森林施業プランナー業務のポイント

　認定森林施業プランナーである田中佑樹氏は若手
のプランナーでありながらも集約化施業への取り組
みはもちろんのこと、組織内部の意識改革を行なう
等取り組みの一つひとつに積極的な姿勢がみられた。
　森林施業プランナーと准フォレスターが連携して、
提案型集約化施業に取り組んでいく事例はまだ全国
でも少ない中、この地域では奧氏を中心として森林
組合・民間事業体との情報共有や意見交換、川薩地

区森林施業プランナー連絡協議会の設立等、様々な
取り組みを行なっている。さらに、若手のプランナー
に事例発表の機会を提供し、実際の業務だけではな
くプランナーの成長につながる場をつくる等、お互
いによい関係性を築いている。この地域の取り組み
が一つのモデルケースとなり、今後准フォレスター
とプランナーが連携して提案型集約化施業に取り組
む事例が全国に増えていくことを期待したい。

色分けした所有者林分ごとの区分図

鹿児島県北薩地域振興局　
技術専門員　奧 幸之氏（准フォレスター）

所有者ごとに作成した精算書

活動事例発表会の様子

作業手順書

有限会社 田中林業　田中浩徳社長

准フォレスターとの連携
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　地域森林振興会の起ち上げ時は非常に労力を
有するものの、設立後は所有者の取りまとめや
説得、事業利益が出た場合の所有者毎の利益配
分等の業務は地域森林振興会内で行なってもら
えるので、所有形態が零細な地区ではこの方法
（体制）が非常に有効的に機能している一方で、い
くつかの課題もある。その一つが、せっかく苦
労して地域森林振興会を設立し事業を行なうこ
とができても、次に間伐の事業が行なわれるま
で 5 ～ 10 年空いてしまう。そうなると地域森
林振興会の役員も代替わりし、また組合やプラ
ンナーとも疎遠になってしまう。その間、定期
的に関われるような事業あるいは活動を行なっ
ていく必要がある。治山等の事業はあるだろう
が、地域森林振興会の活動とはあまり関連しな
い。中には完了現場の道を使ったウォーキング
会等を実施して、コミュニケーションを維持す
る活動等を行なっているところもあるので、何ら
かのかたちで地域森林振興会が継続して参加で
きるような活動を行なっていきたいと認定森林
施業プランナーの藤井秀治氏は言う。

日報をつけてもらい、コスト分析もプランナーが行
なっている。補助金の申請もプランナーが行ない、
施業完了後は完了報告書（精算書含む）を作成し
報告会を行なっている。また、報告する際には次
に実施する事業計画についても提示することにして
いる。材の販売先は、富山県森林組合連合会の
市場、直送では林ベニヤ産業と地元の製材所等
であるが、基本は支所ごとに支所長が中心となっ
て決めている。

　他方、なるべく大きな団地を集約化して、道
を入れて次の間伐・搬出に使えるように準備し
ていくことも必要。道に関しては、管内全体に
言えることとして明らかに基幹作業道が少ない
ので、早急に対応していかなければならないと
吉光氏は言う。また、地域森林振興会のない地
区での所有者の合意形成を図ることにも苦慮し
ている。集落全員から同意がもらえればよいが、
中には反対する方も少なからず存在するし、そ
うなると路網計画も変わってくる。コストや搬
出材積にも影響を及ぼす。それゆえ可能な限り
森林組合振興推進員に協力を仰ぎ、完了現場等
を視察してもらいながら、区長への説得や会合
等を開いていただき、そこに組合も参加して丁
寧に説明しながら合意形成を図っていきたい。
さらには、今後主伐、新植の時期が必ず来るので、
それを見越した準備をどのようにしていくのか、
今から具体的に考えていく必要があるとのこと
である。

　現在、富山県西部森林組合には4名の認定森
林施業プランナーがおり、それぞれ担当する支
所を持っているが、あえて2年程度で配属先を変
えている。理由は、支所によって地域性や森林状
況も異なることからプランナーは必然的にその
地域に根差した業務を行なう必要が出てくる。
自らいろいろな情報を集め、考え行動しなけれ
ばならない。そのことで、広い視野と使える知
識や技術を習得してもらいたいという組合の考
えを基にしているからである。吉光氏と藤井氏
は今年度担当支所が入れ替えになったが、それ
ぞれ情報交換しながら進めており、プランナー
間の相互研鑽、コミュニケーションの醸成にも
つながっているようである。

■新たに見えてきた課題と今後の抱負

当時の所有者との関係性を考えると、本当に説得・
取りまとめることができるのか大きな不安もあっ
たが、地域の代表者と共に県の担当の方の協力を
仰ぎながら少しずつ組織としてまとめていった。
地域森林振興会をつくり、応分の役割を所有者に
担っていただくことで所有者に負担をかけること
にはなるが、そのことで地域内のコミュニケーション
の醸成や、森林や林業に対する関心が多少なりと
も高まってきたという効果も出てきているとのこ
とである。それでも福田課長は、「本当は、所有者
一人ひとりに直接的に丁寧に対応することが一番
望ましいし、そうしたいとも思っている。でも、
そうなると組合は対応しきれない。コストもかかり、
結果として所有者に迷惑をかけることになってし
まう。また、地域の資源としても残せなくなって
しまうため、現時点においてはやはり地域森林振

　吉光氏と藤井氏の上司でもある福田均企画課長
は、地域森林振興会の発案とその設立に最初に取
り組んだ人物である。個々の所有者から搬出間伐
の相談を受けたものの、どのように工夫しても一
所有者だけでは採算が取れない。何とか少しでも
所有者にお金を返す方法がないかと考えた末の施
策であった。

■先を見据えて仕事するのが森林施業プランナー
興会方式で取り組んできたことは間違っていなかっ
たと思う。起ち上げ時が最も大変だが、地域森林
振興会方式をとったほうが集約化が進む地域にお
いては、プランナーには一生懸命汗をかいてもら
いたい。」と言う。一方で、プランナーにはあまり
目先のことだけを考えて仕事をしてほしくないと
も思っている。プランナーの役割は、きちんとし
た提案をして山を良くし、所有者に利益としてお
金を返すことである。地区の所有者は、皆これか
ら自分の山はどのようになっていくのだろうと大き
な不安をかかえている。故に、プランナーは先を
見据えて、常に所有者の前を先導するように、将来
のビジョンを描きながら所有者に提案してもらい
たい。それには森林組合の職員が山を歩いて損な
ことは一つもないので、これまで以上に山を歩き、
また一方でプランナーとしての高い知識、技術も
身に付ける必要がある。プランナー自身も大変か
もしれないが、地域のため、組合のため、そして自分
のためだと思って頑張ってもらいたいと願っている。

富山県西部森林組合の森林施業プランナー業務のポイント

　地域森林振興会という森林所有者による地域
協議会を創設し、森林所有者と森林組合がそれ
ぞれ役割を分担して地域の森林整備に協働で
取り組むという方式は、森林所有規模が零細
な地域にとっては非常に有効な方法であり、富山
県西部森林組合は、提案型集約化施業を推進
させるというかたちできちんと結果を出して
いる。また、森林所有者に一定の役割を持っ
てもらうということは、森林や林業に対する
関心を醸成させるということでも大きな意味
がある。地域森林振興会を創設するまでに大き

な労力を要するということだが、その分地区を
取りまとめる力、森林所有者の声を聴く力（傾
聴力）、伝える力（プレゼン力）がきっと身に
ついていくはずである。今後もその力をさらに
強化し、森林所有者が不安としているこの先の
森林の行く末、整備におけるビジョンを提示し、
昨今力を付け搬出間伐の生産性を向上させて
いる作業班員と上手く連携を図りながら、これ
から新たに取り組む地区も含めて地域の森林・
林業経営の牽引役になっていただけることを
期待したい。

（左から）福田課長、藤井氏、吉光氏、打ち合わせの様子

福田均企画課長

現地ウォーキングの様子

林分調査の様子
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　事業の完了報告は、年度終了後に報告書として取り
まとめ、できるだけ多くの関係者が出席する場で説明
するようにしている。その際、その年の事業内容、
進め方等についても提案する。たとえば、切久保と
いう地区では、春に行なわれる水神様の集まりに地
区のほとんどの方が出席するため、その時に説明を
行なう。この切久保団地は所有者同士で協議会をつ
くっている地区でもある。協議会をつくることに
なった背景としては、平成20年頃、この地区の所有
形態が複雑かつ不明瞭で、境界の明確化が困難である
とわかったことがきっかけだった。その対応策を考え
るべく当該地区の方々が集まり、境界の明確化はと
もかく、まずは山が綺麗になればよいのではないか
という意見が多数出たことにより、そうであれば協
議会を設置して施業の提案は協議会で受けて判断し、
その後、施業を実施して、返却金があった場合は協
議会に支払い、個々への配分は協議会に任せるとい
うことになった。平成20年以前は必ず境界確認を
して、そのエリアで所有者一人ひとりと話をしてい
たが、現在では、協議会を設置している場合は協議
会に向けて説明を行なっている。所有者が複数いて
も境界が判明している場合は、これまで通り個別訪
問で説明し、返却金は間伐材積に応じて返すという
形をとっているとのことである。

■協議会方式と個別訪問で集約化施業を推進

 山仕事創造舎の特徴として、1つの現場に現場管理者
と現場渉外というそれぞれの役割を担う担当を置いて
いる。現場管理者とはいわゆる現場監督のことで、1日
の作業スケジュールや工程を組んだり、日報をつけての
進捗管理、独自の工事台帳によるコスト管理等、トー
タル的に現場管理を行なう。この担当は4、5年程度
経験を積み、現場作業の一通りの流れが理解できれば
就くことができる。他方、現場渉外は、所有者との交渉、
提案、調整を行なう責任者としている。現場渉外は所
有者との信頼関係を築きつつ、多様な利害関係者との
調整を行ない仕事をまとめていくという重要な役割を
担っているためキャリアを積んだ者が就き、現場管理
者と協力・連携しながら業務を行なっている。

額等、その方が必要とする情報だけ添える形で提案
している。そういう意味では、これまで既定のプラン
書や提案書等を作成していなかった。しかし今後は、
掲載する情報に幅を持たせながらも、ある程度統一
した提案書も必要になってくるとの判断から、山仕
事創造舎独自の提案書の作成も進めていると言う。

　白馬村では既にナラ枯れが広がってきている。それ
を含め、これからこの地域の山にどのようなビジョン
を持って整備していくべきなのかということについ
て行政に求める一方で、自ら現地調査に赴き、状況
を検証し、自分達でもその対応策を構築しようと努

めている。仮に今後、広葉樹の間伐を行なっている
ところにナラ枯れが入ってきたとすると、地域の方
に間伐を行なったことが原因で被害にあったのでは
と思われかねない。その時にどうしてこのようになっ
たのか、今後どのように間伐を進めていくか等につ
いて、一定の根拠に基づいて説明できなければいけ
ない。それが地域に責任を持つということであり、
地域からの信用を高めるということだと考えている。
他にも、県南部のエリアではアカマツに松くい虫が
入ってきており、間伐だけを行なっていて良いのか、
樹種転換したほうが良いのか、そもそも間伐そのも
のを進めて良いのかということについても自ら考え、
答えを出していかなければいけない。時々、自分は
山のことを本当にわかっているのかと自問自答する
ことがある。地域に根差して本当に良い仕事をして
いきたいという思いはあるが、逆の結果になってい
くのではないかという不安もある。答えを教えてく
れる人がいればよいのだがそういう人もいない。や
はり、自分達で何とかするしかない。プランナーは
そういう強い意志を持って取り組んでいかなければ
ならない存在なのではないかと立花氏は言う。

■所有者からの信用を
   高めることがプランナーの役目

山仕事創造舎の森林施業プランナー業務のポイント

　一部で、民間事業体が提案型集約化施業を進
めていくことについては不利と言われているが、
山仕事創造舎は、民間事業体だからこそできる
所有者へのきめ細かな対応等、随所に信用を得
るための工夫を自ら考え実行している。危機感
を持っているという表れである。そして、その
工夫さえも「当たり前のこと」として取り組ん
でいる姿勢に頼もしさも感じた。また、補助事

業に頼らない経営体として、自立に向けてこれ
から組織改革に着手し始めるということで、新
たな柱となる事業の構築や、それを実現するた
めのプランナーの育成に力を注いでいく等、意
欲的かつ発展的な話を多く聞くことができた。
これからも、さらに地域に根差した事業に積極
的に取り組まれ、一つのモデル的な事業体に
なっていただけることを期待したい。

作業道作設中現場の様子

森林所有者との打ち合わせの様子

造材作業の様子

　現在、山仕事創造舎の補助金依存率は7割程度と
いうことで、補助金への依存度が高い。国の方針の
如何によっては経営が悪化する可能性もあるため、
ここ数年で補助金依存率を5割以下に下げていくと
いうのが会社の方針とのことである。それに向けた
事業の柱の１つとなるのが薪販売事業である。薪燃
料を求める顧客を増やしていくのと同時に、しっか
りと安定供給できるシステムを構築するというもの
である。これができれば当然山も綺麗になるし、末
端の顧客への新たな流通システムも作り出すことが

できる。既に、少しずつではあるが顧客も増えてき
ている。大きな事業体では採算が合わないかもしれ
ないが、山仕事創造舎の規模であれば大きな事業に
なり得る。将来的にはこの燃料用木材生産と、丸太
の素材生産を両輪とする事業をこなせる組織・会社
になっていきたい。また、ナラ枯れ被害を防ぐため
には皆伐更新が有効だと考えられるため、それを所
有者に説明し、この地域でもう一度里山を復活させ
ていくことも大切。山を利用できる環境を作り、
かつ所有者に利益還元でき、需要のある場所に供給
する橋渡しができる仕組みも作っていきたい。その
ためには、やはり集約化施業を推進、拡充させてい
くことが重要であると立花氏は言う。その一方で、
立花氏は森林経営計画を作成するという業務も担っ
ており、今後は森林組合との調整・連携も必要だと
考えている。隣接している箇所や森林組合でまとめ
ている箇所、飛び地の箇所もあるため、県を介し
ながらもこれから定期的に話し合いの場を持って
いきたいとのことである。

■新たに見えてきた課題と今後の抱負

森林整備計画書



桐生広域森林組合の認定森林施業プランナー　新井悠大氏 桐生広域森林組合参事　千野智江子氏 作業道計画研修の様子

桐生広域森林組合総務課長　栗原和人氏 指導の様子 林産事業施業地別工程計画

群馬県森林組合連合会指導課課長
高橋伸幸氏

　桐生広域森林組合の指導・サポートは、同組合
に所属する認定森林施業プランナーである新井悠
大氏が、平成 20年度に開催された森林施業プラ
ンナー育成基礎研修に参加した頃から本格的に始
まった。しかし、当時の組合の業務の大半が造林
事業であり、まずは林産事業を行なうための組織
改革が必要とのことで、他の進んでいる組合の取
り組み事例を挙げながら意識改革と経営的指導に
あたった。組合として本格的に提案型集約化施業
に取り組む体制ができたのは、平成 24年度に千
野智江子参事（経営管理者）と新井氏（プラン
ナー）、浅野和哉氏（現場技術者）の 3名でステッ
プアップ研修に参加したことがきっかけだ。桐生
広域森林組合は、桐生市、みどり市の地区内森林
面積 12,800ha を管理する職員数 5 名の比較的
小規模な組合である。この地域には現在でも数名
の専業林家がおり、林業に関心のある方も少なく
ない。それ故に、地域調整に時間を要し、集約化
施業をスタートするのが遅れてしまったという側

面もある。ステップアップ研修に参加した後、高
橋氏は組合のモチベーションが維持できているう
ちにと、1ヶ月も経たない間に集約化施業推進の
強化を目的に、京都府日吉町森林組合理事の湯浅
勲氏の特別指導を受けてもらうように取り付けた。
いわゆる、専門家派遣の活用である。指導に先立っ
ては、湯浅氏に組合の実態、指導してもらいたい
ポイントを整理して提示している。湯浅氏はこれ
を基に、「これまでの組合収支構造と集約化施業
中心の事業展開による収支構造の相違点」をはじ
めとして、主に 4つの項目について指導を行なっ
た。併せて、「今後 3 ～ 5 年の事業計画と林業機
械の購入・人材計画」他 3つの改善提案を示した。
今回の高橋氏の組合訪問の目的は、湯浅氏が提示
した提案にどこまで対応し、また新たにどのよう
な課題が発生したのか等を確認するとともに、皆
で次の目標を決め、それをどのように達成させて
いくかを協議、確認することにある。

　森林施業プランナーは基より、人材を育成していくにあたっては単発的では
なく、ある程度長期間にわたって指導・サポートしていくことが重要である。
併せて、相手の経験、能力、理解度、周りの環境等を見極めながら方策を講
じていくことも必要である。そのことを念頭に置いて指導を実践しているの
が、群馬県森林組合連合会指導課課長の高橋伸幸氏である。今回は、高橋氏
が県内の桐生広域森林組合に出向き、実際にどのような指導・サポートを行
なっているかを紹介するとともに、今日に至るまでの他の様々な取り組み、
工夫、さらには指導業務担当としての高橋氏の思い、考え等を紹介する。
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あらゆる機会、様々な専門家を上手に活用して森林施業プランナーを育成
認定森林施業プランナー指導事業体名認定森林施業プランナー指導担当

■ステップアップ研修、専門家派遣他で桐生広域森林組合をサポート

　桐生広域森林組合では、高橋氏が指導で訪問した
際には、主に総務課長の栗原和人氏を中心に、千野
参事と新井氏も同席して協議する。普段はそれぞれ
の仕事に追われ、打ち合わせができていないため、
高橋氏の訪問指導は内部的にも重要な打ち合わせの機
会となっている。訪問の際、高橋氏は必ず“確認事項”
が記された資料を持参し、項目一つひとつの進捗状
況を丁寧に聞きだし確認していく。あまり取り組みが
進んでいない項目については、他の組合や民間事業
体の工夫・成功事例を持ち出しアドバイスする。高橋
氏は、県内に留まらず様々な組合や民間事業体の取
り組み状況、工夫点の情報を入手し、それを自分の
情報の引き出しに整理し、必要に応じて適宜組合指

導に活用している。指摘は的確かつ具体的で、すぐ
に行動に移せる内容である。また、昨今高橋氏が複
数の組合指導で強化しているのが『林産事業施業
地別工程計画』の作成と管理である。これは、各組
合が管轄する市町村、団地ごとに、搬出間伐面積、
施業面積、樹種、上半期の作業工程（予定）、予定
搬出材積を提出してもらい、これを管理表に整理し、
実行状況を確認・共有するというものだ。これが
あることで組合は作業計画が “見える化” され、作
業班員の配置調整や工程管理ができるようになり、
高橋氏にとっても全体の搬出材積を掴むことができ
る等、それぞれに効率的かつ有効な管理ツールと
なっている。

■的確かつ具体的なアドバイスが重要

指導課長　高橋 伸幸 群馬県　群馬県森林組合連合会

　高橋氏の指導・サポートは、自らの個別指導や専
門家派遣を活用するだけに留まらない。桐生広域森
林組合に研修の受け入れ先になってもらい、研修の
準備から当日運営のプロセスの中で自分たちの業
務、役割等を見直し、どこを工夫改善すべきかを発
見してもらうことで職員個人と組合組織の育成を図っ
ている。具体的には、平成 25年の2月に基礎的研
修を受講した団体のプランナーや、現場技術者を対
象に実施した『作業道計画研修』である。参加者は
19名。この中で、研修会場や現地視察場所の提供、
現場の説明、集約化施業の取り組み状況の講義等を
行なっている。研修を受け入れたことで、外部講師か
ら直接指導をしてもらえるし、他のプランナーや現場
技術者からは様々な意見が聞ける。現場の説明や、
講義をするにあたっては当然資料を作成することに
なるので、その作業がプランナーや役職員の業務を
見つめ直すよい機会になっている。研修を受け入れる
という業務は非常に労力が必要であるが、高橋氏は
以前から自身（群馬県森連）でも研修を企画・運営
してきており、また平成19年度からは、県下の多野

東部森林組合等が研修を受け入れる際にも指導・
サポートする等多くの経験を積んでいたので、今回
初めて研修を受け入れた桐生広域森林組合にも大き
な不安はなかった。むしろ受け入れたことでいろいろ
な刺激と発見があったと栗原氏と新井氏は言う。この
ように、高橋氏は研修を受けるだけでは無く、研修
を実施させることで様々な気づき、学びの場を提供
する等広く人材育成のための工夫を凝らしている。

■桐生広域森林組合を『作業道計画研修』の受け入れ先に推薦
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　高橋氏が、自身の指導・サポートの目標を見つけ
たのは、平成 18 年度に実施したＪフォレスター
研修並びに平成19年度に実施した森林施業プラン
ナー研修に参加した頃で、そこに参加した他の県
森連や組合、講師等と議論できたことが大きな要
因であったと言う。最初に本格的な指導・サポー
トに取り組んだのは多野東部森林組合。モデル組
合になるべく、一緒に提案型集約化施業の推進に
情熱を注ぎ、工夫と改善を重ね、県の担当者とも
連携しながら取り組んでいった。平成19、20年度
の取り組み開始当初は、県の担当者や研修に参加
したプランナーと一緒に集約化施業を推進してい
くためのワーキンググループを設立し、県内外の
活動事例を共有しながら、どのような工夫をすれ
ば集約化施業が進むかということについて検討し
てきた。この他にも、役員クラスの方々を対象に
した『経営管理者研修』や、『直送に関する研修会』
等行政、社会、地域、組合の各動向・情勢を見ながら、
その時に必要な研修等の指導・サポートを実施して
きた。他方、その間、現場にも足繁く通い、民間の
協力会社の方々も含め、作業班長や現場技術者と対
話する中で情報収集や情報提供を行なってきた。
集約化施業を進めていくには組合の職員のみならず、
関係する様々な主体者の協力が必要不可欠であると
きちんと理解している証である。この数年の取り組

みの中で、提案型集約化施業を実践するモデル組
合として多野東部森林組合は、全国的にもその名
を知られるところとなり、ここ1、2年においては
桐生広域森林組合、渋川広域森林組合、利根沼田
森林組合をはじめとする複数の組合に対し、それぞ
れの特徴を生かした指導・サポートを行なっている。
　このように熱心に指導する高橋氏の思いの根底に
あるのが、「県森連は組合の為の組織である」という
理念である。これを忘れたことはないし、連合会と
しては当たり前のことであると言う。同様に、「組合
は森林組合員のための組織である」ので、組合に対
しても、「そのために何ができるか、何をしなけれ
ばならないのか、誰がいつまでにそれを行なうのか」
等具体的な方策を決めてもらうとともに、それを実行、
評価、再構築できるような指導・サポートを心が
けているとのことである。

■組合指導は連合会の最たる使命である

　集約化施業については県内においても地域性、
経営者の考え方等の違いもあり、県下にある16の
森林組合全てを均一に推進・拡充させていくこと
は困難である。まずは、取り組めそうな組合、取り
組もうとする組合を中心に指導強化し、実績を上
げてもらい、それが他の地域に波及していくよう
な流れをつくっていきたいと高橋氏は言う。その
ためにお互いの組合の現場視察交換会等を行なっ
ている。また、一人で実施できる指導・サポート
には限界があるので、様々な研修への参加呼びか
け、専門家や県の担当者、さらには集約化が進ん
でいる組合のプランナーを上手く活用する等、新
たにプランナーを目指す職員に対し、学び、改善
していこうというモチベーションが維持できるよ
う様々な工夫を凝らしている。最終的に、プランナー
には他の仕事を行なう傍らでプランナー業務をする
のではなく、プランナー業務を専任で行なえるよう
事業量の確保とスキルアップをしてもらいたいと
考えており、その為の学びの場、施策、体制等を
つくり指導・サポートしていくことについては今
後も手を緩めず取り組んでいくと言う。
　一方で、渋川県産材センターの創設と運営に取り

組む中で、まだ一部であるかもしれないが、サプラ
イチェーンとして素材生産から最終の製品化まで、
一連の流れに関われたことの意味は非常に大きい。
これまで見えなかったことが見えてきたことに加え、
ネットワークも拡がった。この流れを安定的かつ大
きな流れにしていくことが群馬県森連の強みにもな
るし、それが森林組合系統の立場・役割、存在感を
高めていくことにもつながる。組合、プランナーの
指導の強化と、サプライチェーンとしての機能拡充
が目下の大きな目標とのことである。

■指導の強化とサプライチェーンとしての機能拡充が大きな目標

　プランナーの育成による集約化の推進という目標と
合わせて、平成18、19年度頃より高橋氏が重要な
目標として掲げてきたのが、販路開拓による安定的
な売り先の確保である。これまで群馬県森連の市場
等ではA材の取り扱いが中心であり、課題であった
B・C材の売り先も確保するために動いた。商社を
介しての県外合板工場等への山土場からの直送販売
を定着させ、平成23年度には石川県森連と全森連の
協力もあり、同県内の林ベニヤ産業への出荷を決め、
平成24年度から実際に動かすことになった。他方、
安定的な売り先を確保するために渋川県産材センター
の創設に取り組んだ。当センターでは基本A・B・C
材の全てを定額で買い取っており、現在の年間受け
入れ材積は約50,000㎥である。当センターができた
ことで、渋川広域森林組合をはじめとする県中北部の
集約化施業が一気に進むきっかけとなった。提案型集
約化施業と称して利用間伐が開始された平成19年頃
は、とにかく材を出すこと、川上対策さえしっかり

行なえばよいという考えも一部であったが、その取
り組みが拡がっていく中で、やはりただ材を出すだ
けでは駄目で、川中・川下の動向をしっかりと見据え
た営業と、ニーズに対応した材の安定供給力が必要で
あるということが明確になってきた。渋川県産材セン
ターの創設はまさしくこれを実行した事業である。集
約化施業の推進・拡充と安定した売り先の確保は、ま
さに表裏一体であるということを裏付けるものとなっ
た。リスクがありながらも群馬県森連の経営陣、担
当である高橋氏の先見の目を持った対応が、この地
域の集約化施業の推進に大きく貢献したと言える。

■安定した販路を確保することこそが集約化施業の推進に繋がる

取材を終えて

　高橋氏の “結果が出せる指導力” の根底には、
高橋氏自身も言うように「組合は森林組合員のた
めの組織であり、県森連は組合のための組織であ
る」という強いポリシーがある。その上で、今、
そしてこれから何ができるのかを、組合の役職員
にも自分にも常に投げかけながら考え行動してい
る。組合指導にあたっては、指導する組合を客観
的に検証・分析し、その時の社会動向、組合の状
況等を踏まえて必要な方策を講じている。方策は、
自身で企画することもあれば、他の様々な施策や、
専門家を活用しながら継続的に行なっている。そ
して、その結果と新たに露呈した課題を組合やプ
ランナーと共有・確認し、改善策（次の目標）も
一緒に考え、実践している。これは昨今、林業界
で飛びかっている “PDCA” をきちんと機能させ
ている取り組みと言える。このような指導を複数
の組合に行なっていけるのは、そのポリシーがぶ
れないということと、業務に係る様々な情報をこ
まめに集め整理していることにある。“集約化施業
を推進・拡充させていくためには出口対策が必要

不可欠” と早くから気づき、その方策を講じて
いたことも、まさにこまめに情報収集を行ない、
常に先を見ながら業務にあたってきたからだと言
える。そして何より、“行動力・実行力” というも
のが指導者には必要であるということを認識させ
られた。
机上で策をしっかり練ることも大切だが、それを
様々な現場で実行していかなければ何も生まれな
いし、何も見えてこない。失敗することを恐れて
行動しなければいつまでたっても成功を導くため
の知識や技術、ネットワークは身に付かない。自ら
行動し、些細な失敗と改善を繰り返しながら成功
体験を積み上げていくことこそが指導者としての
務めであると教えられた気がする。言うまでもな
いが、森林組合系統は林業界における最大規模の
組織である。それ故に、高橋氏をはじめとする各
都道府県森林組合連合会の方々に、林業の自立を
目指すべく地域の担い手の育成者として、また、
川上から川下をつなぐコーディネーターとして邁進、
活躍していただけることを期待したい。

渋川県産材センター（丸太加工）

指導の様子

渋川県産材センター（チップ材）
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